
共通評価基準（45項目）Ⅰ　養育・支援の基本方針と組織　
１　理念・基本方針

（１）理念、基本方針が確立・周知されている。
自己

評価結果

62,8%
①

1　理念、基本方針が明文化され周知が図られている。 a

↑→施設長を除く
85.70% □理念、基本方針が文書（事業計画等の法人・施設内の文書や広報誌、パンフレット、

ホームページ等）に記載されている。
◯

職員のa評価率
74,2% □理念は、法人・施設が実施する養育・支援の内容や特性を踏まえた法人・施設の使命

や目指す方向、考え方を読み取ることができる。
◯

今回総提出は35名
68,5% □基本方針は、法人の理念との整合性が確保されているとともに、職員の行動規範とな

るよう具体的な内容となっている。

71,4% □理念や基本方針は、会議や研修会での説明、会議での協議等をもって、職員への周知
が図られている。

◯

54,2% □理念や基本方針は、わかりやすく説明した資料を作成するなどの工夫がなされ、子ども
や保護者等への周知が図られている。

65,7%
□理念や基本方針の周知状況を確認し、継続的な取組を行っている。 ◯

【判断した理由・特記事項等】

２　経営状況の把握

（１）　経営環境の変化等に適切に対応している。 自己
評価結果

17,1
①

2　施設経営をとりまく環境と経営状況が的確に把握・分析されている。 b

37,1
□社会福祉事業全体の動向について、具体的に把握し分析している。 ◯

20
□地域の各種福祉計画の策定動向と内容を把握し分析している。

31,4 □子どもの数・子ども像等、養育・支援のニーズ、潜在的に支援を必要とする子どもに関
するデータを収集するなど、法人・施設が位置する地域での特徴・変化等の経営環境や課
題を把握し分析している。

17,1 □定期的に養育・支援のコスト分析や施設入所を必要とする子どもの推移、利用率等の
分析を行っている。

【判断した理由・特記事項等】

8,5
②

3　経営課題を明確にし、具体的な取組を進めている。 b

11,4 □経営環境や養育・支援の内容、組織体制や設備の整備、職員体制、人材育成、財務状
況等の現状分析にもとづき、具体的な課題や問題点を明らかにしている。

25,7 □経営状況や改善すべき課題について、役員（理事・監事等）間での共有がなされてい
る。

17,1
□経営状況や改善すべき課題について、職員に周知している。

17,1
□経営課題の解決・改善に向けて具体的な取組が進められている。

【判断した理由・特記事項等】

←施設長評価

集計期間平成30年9月1日～10月31日

平成30年度　自己評価結果表【タイプA】（児童養護施設愛隣園）　

・経営に関してはわからないことが多い。/
・養対協への参加等地域の理解に努めてはいるが、分析をするまでには至っていない。//
・意見箱など取り入れてはいるが、データの収集などされているのかわからない
・社会福祉事業全体の動きを把握しているとは思えない

・様々な経営課題がある中で検討共有されているが職員が意識できるほど周知されていない//
・15か年計画を依然作られているとは聞いているが、見たことがない
・職員体制や人材育成など改善されているように思えない
・理事会などで共有され、職員にも会議にて周知している
・園内研修（ワールドカフェ形式）を通して職員全体の意識を汲み取る取り組みを行うものの、それに向けた取り組みに
どのように結びついているかの周知はできていないと思われる

・理念や指導方針は各ハウスに文書が置かれており職員子どもにわかるよう配慮されている////
・十分に周知されているとは言えない
・示されてはいるが、子供や保護者への周知は不十分に感じる///
・パンフレットNEWが見やすいとっつきやすい。理念は知っているが基本方針とは皆知っているのか？
・CWに降りてくる情報が少ないように感じる



３　事業計画の策定

（１）　中・長期的なビジョンと計画が明確にされている。
自己

評価結果

17,1
①

4　中・長期的なビジョンを明確にした計画が策定されている。 c

31,4 □中・長期計画において、理念や基本方針の実現に向けた目標（ビジョン）を明確にして
いる。

20 □中・長期計画は、経営課題や問題点の解決・改善に向けた具体的な内容で明文化され
ている。

20 □中・長期計画は、数値目標や具体的な成果等を設定することなどにより、実施状況の評
価を行える内容となっている。

28,5
□中・長期計画は必要に応じて見直しを行っている。

【判断した理由・特記事項等】

20
②

5　中・長期計画を踏まえた単年度の計画が策定されている。 b

34,2 □単年度の計画には、中・長期計画の内容を反映した単年度における事業内容が具体的
に示されている。

37,1
□単年度の事業計画は、実行可能な具体的な内容となっている。 ◯

25,7
□単年度の事業計画は、単なる「行事計画」になっていない。

17,1 □単年度の事業計画は、数値目標や具体的な成果等を設定することなどにより、実施状
況の評価を行える内容となっている。

【判断した理由・特記事項等】

22,8
① 6　事業計画の策定と実施状況の把握や評価・見直しが組織的に行われ、

職員が理解している。
b

42,8
□事業計画が、職員等の参画や意見の集約・反映のもとで策定されている。

17,1 □計画期間中において、事業計画の実施状況が、あらかじめ定められた時期、手順にも
とづいて把握されている。

22,8
□事業計画が、あらかじめ定められた時期、手順にもとづいて評価されている。 ◯

22,8
□評価の結果にもとづいて事業計画の見直しを行っている。

45,7 □事業計画が、職員に周知（会議や研修会における説明等が）されており、理解を促すた
めの取組を行っている。

【判断した理由・特記事項等】

（２）　事業計画が適切に策定されている。

・ビジョンを考えてはあるが見直しや目標等知らない職員が多数いる
・評価から再アセスメントの仕組みはできていない
・見直しなどされているのかわからない/
・目標値としては出されているが現状に対しての具体的な解決策や内容は示せていない。または職員に伝わっていない
・当園のビジョンを口頭で語られるが、「いつまでに何をし、それまでに子と職員はどう変化する」かが絵として見えな
い

・事業計画は年度末・年度初めに見直し作成が行われているが、2項目目は把握されていないのでは？
・関係職員の元策定されているようだが、参画していない職員の意識がひくい
・どのように策定されているのかわからない
・事業計画は各委員会も出しているが作成や提出に対する助言や訂正は少ない。評価についても公にされていないように
感じる。
・職員への周知はされているが理解できていない部分もある/
・手順を踏まえ作成されるが、ほとんどの部署は前年度のコピペでありルーチン業務を記載することが事業計画とは言わ
ない。また、それに対し評価を行わないので次年度も変化しない

・方向性と事業内容化は示されているが、実現可能かわからない
・数値化していない
・毎年あまり変わらない
・年度初めに出された計画が出っぱなしになっているように感じる。実行できていないことに対する見直しが不足してい
るように感じる。
・実行可能な内容でかつ行事計画となっていないかということを考えると十分ではない
・実施状況についてどの程度達成できているかのモニタリングできるような数値設定はされていない



11,4
②

7　事業計画は、子どもや保護者等に周知され、理解を促している。 c

20
□事業計画の主な内容が、子どもや保護者等に周知（配布、掲示、説明等）されている。

20
□事業計画の主な内容を子ども会や保護者会等で説明している。

25,7 □事業計画の主な内容を分かりやすく説明した資料を作成するなどの方法によって、子ど
もや保護者等がより理解しやすいような工夫を行っている。

20 □事業計画については、子どもや保護者等の参加を促す観点から周知、説明の工夫を
行っている。

【判断した理由・特記事項等】

４　養育・支援の質の向上への組織的・計画的な取組

（１）　質の向上に向けた取組が組織的・計画的に行われている。
自己

評価結果

17,1
① 8　養育・支援の質の向上に向けた取組が組織的に行われ、機能してい

る。
b

20 □組織的にＰＤＣＡサイクルにもとづく養育・支援の質の向上に関する取組を実施してい
る。

22,8
□養育・支援の内容について組織的に評価（C：Check）を行う体制が整備されている。

74,2 □定められた評価基準にもとづいて、年に１回以上自己評価を行うとともに、第三者評価
等を定期的に受審している。

◯

20
□評価結果を分析・検討する場が、施設として位置づけられ実行されている。

【判断した理由・特記事項等】

25,7
② 9　評価結果にもとづき施設として取り組むべき課題を明確にし、計画的

な改善策を実施している。
b

42,8
□評価結果を分析した結果やそれにもとづく課題が文書化されている。 ◯

31,4
□職員間で課題の共有化が図られている。 ◯

28,5 □評価結果から明確になった課題について、職員の参画のもとで改善策や改善計画を策
定する仕組みがある。

◯

22,8
□評価結果にもとづく改善の取組を計画的に行っている。

22,8 □改善策や改善の実施状況の評価を実施するとともに、必要に応じて改善計画の見直し
を行っている。

【判断した理由・特記事項等】
・評価結果についての共有が図れていない。改善に向けた動きも職員の意識が低い//
・課題の共有はされているが、課題は文書化されていない
・評価結果は会議内にて全員に周知される。結果も事務所内に保管され誰でも閲覧可能である

・事業計画を子どもや保護者へ伝える工夫を考えなければならない
・事業計画は子ども・保護者に周知されていないと思う。//////
・子と親に見せるものは良いレベルである

・チェック体制が整備されていない//
・評価部分が弱い。第三者評価の結果も個人でパソコンで確認する程度
・新人職員の支援について課題が多いとは思うが一から教えていく時間がない/
・検討する場が設けられ、評価改善されている/
・十分な職員数の確保ができていないので質が向上しない（資格を取るモチベーションも上がらない）
・縦のつながり、横のつながり（組織を縦横の軸）として統括的にPDCAできる部署を持たないため、その場しのぎを行っ
て全体として成長しない



Ⅱ　施設の運営管理
１　施設長の責任とリーダーシップ

自己
評価結果

68,5
① 10　施設長は、自らの役割と責任を職員に対して表明し理解を図ってい

る。
b

77,1
□施設長は、自らの施設の経営・管理に関する方針と取組を明確にしている。

85,7
□施設長は、自らの役割と責任について、施設内の広報誌等に掲載し表明している。

80 □施設長は、自らの役割と責任を含む職務分掌等について、文書化するとともに、会議や
研修において表明し周知が図られている。

◯

68,5 □平常時のみならず、有事（災害、事故等）における施設長の役割と責任について、不在
時の権限委任等を含め明確化されている。

【判断した理由・特記事項等】

68,5
②

11　遵守すべき法令等を正しく理解するための取組を行っている。 b

77,1 □施設長は、遵守すべき法令等を十分に理解しており、利害関係者（取引事業者、行政
関係者等）との適正な関係を保持している。

85,7
□施設長は、法令遵守の観点での経営に関する研修や勉強会に参加している。 ◯

80 □施設長は、環境への配慮等も含む幅広い分野について遵守すべき法令等を把握し、取
組を行っている。

68,5 □施設長は、職員に対して遵守すべき法令等を周知し、また遵守するための具体的な取
組を行っている。

【判断した理由・特記事項等】

54,2
① 12　養育・支援の質の向上に意欲をもちその取組に指導力を発揮してい

る。
b

57,1
□施設長は、養育・支援の質の現状について定期的、継続的に評価・分析を行っている。

51,4 □施設長は、養育・支援の質に関する課題を把握し、改善のための具体的な取組を明示
して指導力を発揮している。

65,7 □施設長は、養育・支援の質の向上について施設内に具体的な体制を構築し、自らもそ
の活動に積極的に参画している。

◯

62,8 □施設長は、養育・支援の質の向上について、職員の意見を反映するための具体的な取
組を行っている。

◯

68,5
□施設長は、養育・支援の質の向上について、職員の教育・研修の充実を図っている。

65,7
□施設長は、職員の模範となるように、自己研鑽に励み、専門性の向上に努めている。

【判断した理由・特記事項等】

（１）　施設長の責任が明確にされている。

・施設長が中心となり取り組めているが、問題課題について、職員全体での周知などがなされない
・計画的な質の向上に向けての取り組みの方向性は低く感じる
・個別やグループでのSVを行っている　職員が提案したトレーニングプログラムを認め活用している
・職員間での情報共有をこまめに行い、常に職員、児童の支援を行っている。
・施設長がリーダーシップをとられていることを前提に、事務所と特別職間のまとまりがないとは言わないが情報共有が
全くない。情報を口伝えや紙でしか策を持っておらず、さらにハウスのせいとする場も多い。逆もまたしかりだが、ハウ
スもまた、事務所との共有がないといい他責に求めることも多い。一人の子どもへ職員が全員行っているが、職員間で他
責を争う場面がありレベルが低く残念。1つの解があるにせよ完遂する部署も消失させているため挙げる部署さえない

（２）　施設長のリーダーシップが発揮されている。

・方針や取り組みを明確化されており、責任等も同様　会議でも周知を図られている/

・行政関係者と適切な関係を保持し、環境への配慮も行われている
・大まかな施設長向けの研修には参加されている



42,8
②

13　経営の改善や業務の実行性を高める取組に指導力を発揮している。 a

48,5 □施設長は、経営の改善や業務の実効性の向上に向けて、人事、労務、財務等を踏まえ
分析を行っている。

57,1 □施設長は、施設（法人）の理念や基本方針の実現に向けて、人員配置、職員の働きや
すい環境整備等、具体的に取り組んでいる。

◯

54,2 □施設長は、経営の改善や業務の実効性の向上に向けて、施設内に同様の意識を形成
するための取組を行っている。

◯

57,1 □施設長は、経営の改善や業務の実効性を高めるために施設内に具体的な体制を構築
し、自らもその活動に積極的に参画している。

◯

【判断した理由・特記事項等】

２　福祉人材の確保・育成
自己

評価結果

17,1
① 14　必要な福祉人材の確保・定着等に関する具体的な計画が確立し、取組

が実施されている。
b

20 □必要な福祉人材や人員体制に関する基本的な考え方や、福祉人材の確保と育成に関
する方針が確立している。

25,7 □養育・支援に関わる専門職（有資格の職員）の配置等、必要な福祉人材や人員体制に
ついて具体的な計画がある。

14,2
□計画にもとづいた福祉人材の確保や育成が実施されている。

22,8
□法人・施設として、効果的な福祉人材確保（採用活動等）を実施している。

51,4
□各種加算職員の配置に積極的に取り組み、人員体制の充実に努めている。 ◯

【判断した理由・特記事項等】

8,5
②

15　総合的な人事管理が行われている。 b

28,5
□法人・施設の理念・基本方針にもとづき「期待する職員像等」を明確にしている。

17,1 □人事基準（採用、配置、異動、昇進・昇格等に関する基準）が明確に定められ、職員等
に周知されている。

25,7 □一定の人事基準にもとづき、職員の専門性や職務遂行能力、職務に関する成果や貢
献度等を評価している。

17,1 □職員処遇の水準について、処遇改善の必要性等を評価・分析するための取組を行って
いる。

28,5
□把握した職員の意向・意見や評価・分析等にもとづき、改善策を検討・実施している。

8,5
□職員が、自ら将来の姿を描くことができるような総合的な仕組みづくりができている。

【判断した理由・特記事項等】

・人材不足の解消が進まない
・経営や業務の改善がなされているかわからない。毎年何も変わっていないような気がする/
・事務長と共に運営に関しての協議を行われているように感じる（統括含む）
・働きやすい環境の整備など職員の意見を取り入れ実行されている

（１）　福祉人材の確保・育成計画、人事管理の体制が整備されている。

・人材育成計画やそれに基づく研修計画の作成が必要
・人材育成に関するマニュアルがない
・職員数は以前に比べ増えているものの職務量が増えるのはなぜだろう
・資格を持っている職員が少ない/(特別職ばかり増える）
・積極的に確保できているように感じる/
・大学等での求人採用活動等行っている。　無資格者に対し資格を取得する機会を与えている
・福祉に全くかかわりのなかった人材が入るのは悪いとは言わないが資格を取ったりするのに教育や時間がない
（数合わせ）
・新人がなぜ退職にまで追い込まれたのか？なぜ退職となる形で改善の手立てを行わなかったのか。新人が育たない環境
を作り出している。人に優しい養護施設とは？中堅職員が果敢に挑戦するのは良いが、新人にとっては人生の就労と見た
とき社会から見える園はどうか？

・評価分析する仕組みは弱い
・人事管理に関してはわからないことが多い「期待する職員像」の存在を知らない/
・当直4，5回（月に）の人も10回の人も同額の手当て金額。夜間の2時から6時までは寝るからと休憩扱いだが泊まって職
場は離れられないし業務は22時に終わることもなく朝も手作り弁当等で6時より前に動いており平均睡眠は4時間でそのま
ま夕方18時までの勤務。勤務時間は泊まりの場合はこのような時間になるのは仕方なく時間外をつけられないのは我慢で
きたとしてもこのような泊まりが4，5回も10回の人も同じ手当なのは納得がいかない。せめて5回以上の人には手当のほか
に一回当たりいくらとでも手当がつくと働く意欲につながると思う
・声かけ等はあるが実際は時間をオーバーしてしまう現状がある
・職員の意見が一部の発言者に限られ、施設に対して献身的な気持ちのある職員の意向が反映されにくいように感じる
・給与水準が低く資格があってもなくても同じなのでやる気が出ない
・男性は結婚したらやっていけないのではないか
・人事基準は不透明であると思う。また自らの将来像を描くことはこの職場では難しい。
・職員処遇の改善を上げない仕組みを作りだしている。短期的に園としては楽だが長期的に見た園としては県下でも取り
残された施設となる。社会はどんどん変わっているのに若い人間は去っていくだろう



14,2
① 16　職員の就業状況や意向を把握し、働きやすい職場づくりに取り組んで

いる。
b

28,5 □職員の就業状況や意向の把握等にもとづく労務管理に関する責任体制を明確にしてい
る。

31,4 □職員の有給休暇の取得状況や時間外労働のデータを定期的に確認するなど、職員の
就業状況を把握している。

11,4
□職員の心身の健康と安全の確保に努め、その内容を職員に周知している。 ◯

34,2 □定期的に職員との個別面談の機会を設ける、職員の悩み相談窓口を施設内に設置す
るなど、職員が相談しやすいような施設内の工夫をしている。

◯

31,4
□職員の希望の聴取等をもとに、総合的な福利厚生を実施している。

14,2
□ワーク・ライフ・バランスに配慮した取組を行っている。

11,4
□改善策については、人材や人員体制に関する具体的な計画に反映し実行している。

8,5 □人材の確保、定着の観点から、施設の魅力を高める取組や働きやすい職場づくりに関
する取組を行っている。

【判断した理由・特記事項等】

0
①

17　職員一人ひとりの育成に向けた取組を行っている。 c

5,7 □施設として「期待する職員像」を明確にし、職員一人ひとりの目標管理のための仕組み
が構築されている。

14,2 □個別面接を行う等施設の目標や方針を徹底し、コミュニケーションのもとで職員一人ひ
とりの目標が設定されている。

8,5 □職員一人ひとりの目標の設定は、目標項目、目標水準、目標期限が明確にされた適切
なものとなっている。

14,2 □職員一人ひとりが設定した目標について、中間面接を行うなど、適切に進捗状況の確
認が行われている。

8,5 □職員一人ひとりが設定した目標について、年度当初・年度末（期末）面接を行うなど、目
標達成度の確認を行っている。

【判断した理由・特記事項等】

（２）　職員の就業状況に配慮がなされている。

・施設長をはじめ職員の労働状況を的確に把握し、働きすぎを防止すると共に仕事以外の生活生活を大切にできるような
取り組みが必要
・施設として仕組みが構築されているとは思わない。個人で目標設定はしているが組織としては行っていない
・時間給をとれるようになったが、昼間や時間給をとるときにに日勤がいるホームでは大丈夫だと思うがホーム内で日勤
がいないところは時間給をとろうとすると他の職員が早めの出勤・時間外でつけてもらわなくてはならず事務所でカバー
するなどの体制づくりをしてほしい。またケース記録等の事務作業をする時間が取れない。ほぼ時間外だったり休みの日
にしたりして、でも手当はつけていない（自己申請分）どうにかして勤務時間内にできるように考えてほしい。担当ホー
ム内では勤務上がりの時間は子供がいて忙しくできない。PCをするだけの部屋が欲しい。ホームとは違う場所で。事務所
にはPC一台しかない。交通費はここかわかりませんが、通勤手当が泊まり職員には出ない。事務所や泊まりがない人には
出る。当直手当が出るので通勤手当が出ないということだが、距離が遠い人には出してもよいのでは？手当の部分ももっ
と明確に納得できる説明入りで文書化してほしい。申請すれば出るとかあの人は出てこの人は出ないとか不明確。知らな
かったら損とかボーナスが他より多いからという理由はどうかと思う。
・期待する職員像が明確でない
・有給休暇を取る権利はあるが有給を入れると他の職員に負担がかかるので入れれない状況
・有給の取得率に部署によって差がある。
・休日出勤が多い
・時間外をかけない残業が多くある
・産休を取れる職員が増えてきている。その後の職場復帰もある。
・職員が悩みを相談できる場の提供や個別面談などで意見等も把握されている。（施設長に相談しやすい）
・就労時間よりもオーバーワーク気味。独身でないと無理なのではないかと思う勤務形態
・園長が職員の話に耳を傾けてくれる
・以前よりは働きやすい職場づくりへの取り組みをしていると感じるが有給や時間外労働に関しては職種ごとに差があ
る。
・やっていないとは言わないが十分ではない。

・個別面接などを通して目指す職員増へ向けた目標の設定や確認、そして評価を行うべき
・職員の地震の職場内での立ち位置の認識や役割に対する意識も少なく、施設として職員の育成に対して具体的な計画は
少なく感じる。
・面接は行っているが内容は違う気がする
・一人一人が目標を設定する機会などという話をしたことがない



14,2
② 18　職員の教育・研修に関する基本方針や計画が策定され、教育・研修が

実施されている。
b

17,1 □施設が目指す養育・支援を実施するために、基本方針や計画の中に、「期待する職員
像」を明示している。

25,7 □現在実施している養育・支援の内容や目標を踏まえて、基本方針や計画の中に、施設
が職員に必要とされる専門技術や専門資格を明示している。

28,5
□策定された教育・研修計画にもとづき、教育・研修が実施されている。 ◯

2,8
□定期的に計画の評価と見直しを行っている。

2,8
□定期的に研修内容やカリキュラムの評価と見直しを行っている。

【判断した理由・特記事項等】

31,4
③

19　職員一人ひとりの教育・研修の機会が確保されている。 a

40
□個別の職員の知識、技術水準、専門資格の取得状況等を把握している。 ◯

34,2 □新任職員をはじめ職員の経験や習熟度に配慮した個別的なＯＪＴが適切に行われてい
る。

60 □階層別研修、職種別研修、テーマ別研修等の機会を確保し、職員の職務や必要とする
知識・技術水準に応じた教育・研修を実施している。

68,5
□外部研修に関する情報提供を適切に行うとともに、参加を勧奨している。 ◯

74,2
□職員一人ひとりが、教育・研修の場に参加できるよう配慮している。 ◯

【判断した理由・特記事項等】

54,2
① 20　実習生等の養育・支援に関わる専門職の教育・育成について体制を整

備し、積極的な取組をしている。
a

65,7 □実習生等の養育・支援に関わる専門職の教育・育成に関する基本姿勢を明文化してい
る。

68,7 □実習生等の養育・支援の専門職の教育・育成についてのマニュアルが整備されてい
る。

◯

68,5
□専門職種の特性に配慮したプログラムを用意している。 ◯

42,8
□指導者に対する研修を実施している。 ◯

60 □実習生については、学校側と、実習内容について連携してプログラムを整備するととも
に、実習期間中においても継続的な連携を維持していくための工夫を行っている。

◯

【判断した理由・特記事項等】

・新人教育はより強化して取り組まれていると思う（専門職・CSP）
・研修や勉強会も必要であるとは思うが、園内で行われる小さなものに関しては勤務時間外だったり、余計に忙しくなる
ばかりで大変
・新任職員研修が確立していない
・職員によって知識の差がある
・内部のOJTに関しては具体的な仕組みはなく、職員の資質によるところが大きい
・職員の知識・技術向上のため研修への参加案内を促している
・研修や学習会は多いが、身につくかは別
・限られた人しか参加していない気がする
・職員の経験年数などに応じて職員一人一人が研修に参加できるように配慮されている
・OJTはハウスに任せられ失敗しているハウスは退職までしている

・実習を受けに行き、プログラム等ありとても分かりやすかった
・実習生の受け入れに対する体制は整ってきたように思えるが、伝える内容と現場職員の差も見られるようになった。
・マニュアルを作成し教育・育成に取り組んでいる/
・プログラムを園として用意しているが絵に描いた餅となっている。内容はハイレベルすぎであれば改定すればよいだ
け。実習生が自身のプログラムとしてとらえられていない。

（４）　実習生等の養育・支援に関わる専門職の研修・育成が適切に行われている。

・質の向上よりも業務に追われる
・定期的に園長より個別面談なども設けられている
・学びたい人が行っている。計画的ではない
・園内研修に対する職員の意識の低さと支援スキルに対する職員の方向性が明確に具体化されていないように感じる。
・目標設定と確認が十分でない
・計画は策定されていないが教育・研修には取り組まれている
・ぎりぎりの人数（全体では足りているように見えてもホームでは足りていない）中で質は向上しない
・誰が見直しをしているのかは知らない
・職員研修に関しては年間の計画をおおよそ立てているが、計画に基づき実行見直しまではされていない。
・限られた職員への研修が充てられている。また、受けた研修の内容説明を職員会議の2分程度で話し終え満足し、現場へ
のフィードバック本人の成長にも見られない



３　運営の透明性の確保
自己

評価結果

31,4
①

21　運営の透明性を確保するための情報公開が行われている。 b

28,5 □ホームページ等の活用により、法人・施設の理念や基本方針、養育・支援の内容、事業
計画、事業報告、予算、決算情報が適切に公開されている。

54,2 □施設における地域の福祉向上のための取組の実施状況、第三者評価の受審、苦情・
相談の体制や内容について公表している。

◯

54,2 □第三者評価の受審結果、苦情・相談の体制や内容にもとづく改善・対応の状況につい
て公表している。

40 □法人・施設の理念、基本方針やビジョン等について、社会・地域に対して明示・説明し、
法人・施設の存在意義や役割を明確にするように努めている。

62,8 □地域へ向けて、理念や基本方針、施設で行っている活動等を説明した印刷物や広報誌
等を配布している。

◯

【判断した理由・特記事項等】

22,8
② 22　公正かつ透明性の高い適正な経営・運営のための取組が行われてい

る。
b

25,7 □施設における事務、経理、取引等に関するルールが明確にされ、職員等に周知してい
る。

37,1 □施設における事務、経理、取引等に関する職務分掌と権限・責任が明確にされ、職員
等に周知している。

37,1 □施設における事務、経理、取引等について、必要に応じて外部の専門家に相談し、助
言を得ている。

31,4 □施設における事務、経理、取引等について内部監査を実施するなど、定期的に確認さ
れている。

◯

51,4 □外部監査の活用等により、事業、財務に関する外部の専門家によるチェックを行ってい
る。

34,2 □外部監査の結果や公認会計士等による指導や指摘事項にもとづいて、経営改善を実
施している。

【判断した理由・特記事項等】

４　地域との交流、地域貢献
自己

評価結果

60
①

23　子どもと地域との交流を広げるための取組を行っている。 a

20
□地域との関わり方について基本的な考え方を文書化している。

60 □子どもの個別的状況に配慮しつつ地域の行事や活動に参加する際、必要があれば職
員やボランティアが支援を行う体制が整っている。

◯

68,5 □施設や子どもへの理解を得るために、地域の人々に向けた日常的なコミュニケーション
を心がけている。

◯

60 □子どもの買い物や通院等日常的な活動についても、定型的でなく個々の子どものニー
ズに応じて、地域における社会資源を利用するよう推奨している。

◯

68,5
□学校の友人等が施設へ遊びに来やすい環境づくりを行っている。 ◯

【判断した理由・特記事項等】

（１）　地域との関係が適切に確保されている。

・外部の専門家に相談・内部監査の実施をしているかわからない
・事務・経理のことはどのようなことが行われているか知らない/
・経営に関して職員への周知は行われていないと思う。一族経営なので不透明な部分が多い
・1年一度の監査にてチェックを行っている

・HPの立ち上げを行うと以前職会で園長が言っていたがまだ開設されていない。第三者評価は受けたが、改善・対応の状
況を公開していないと思う//
・広報誌も作成しているが、地域などに配布していないのでは？
・地域の行事等にて施設の役割を明確にされている
・HP更新業務は多職種大勢いるはずだが…

・地域とのかかわりに関して文書化されているのを見たことがない
・支援体制が整っておらずハウス職員が無理して出勤している
・文書化はしていないが地域行事への参加や日々のコミュニケーションを積極的に行っている/

（１）　運営の透明性を確保するための取組が行われている。



14,2
② 24　ボランティア等の受入れに対する基本姿勢を明確にし体制を確立して

いる。
a

34,2 □ボランティア受入れに関する基本姿勢を明文化している。 ◯

31,4 □地域の学校教育等への協力について基本姿勢を明文化している。

31,4 □ボランティア受入れについて、登録手続、ボランティアの配置、事前説明等に関する項
目が記載されたマニュアルを整備している

◯

17,1 □ボランティアに対して子どもとの交流を図る視点等で必要な研修、支援を行っている。 ◯

74,2 □学校教育への協力を行っている。 ◯

【判断した理由・特記事項等】

28,5
① 25　施設として必要な関係機関・団体等の機能や連絡方法を明確にし、関

係機関等との連携が適切に行われている。
a

20 □当該地域の関係機関・団体について、個々の子どもの状況に対応できる機能や連絡方
法を明示したリストや資料を作成している。

57,1
□職員会議で説明するなど、職員間で情報の共有化が図られている。 ◯

48,5
□関係機関・団体と定期的な連絡会等を行っている。 ◯

34,2 □地域の関係機関・団体の共通の問題に対して、解決に向けて協働して具体的な取組を
行っている。

◯

34,2 □地域に適当な関係機関・団体がない場合には、子どものアフターケア等を含め、地域で
のネットワーク化に取り組んでいる。

◯

・地域のボランティアを受け入れる体制が整っていないのでまずは体制を作るところから考えていきたい//
・定期的に意見交換会を行うなど学校との連携を図っている
・作成したがその後どうなったのかが不明

（２）　関係機関との連携が確保されている。



【判断した理由・特記事項等】

22,8
①

26　施設が有する機能を地域に還元している。 b

31,4
□施設のスペースを活用して地域住民との交流を意図した取組を行っている。

11,4 □施設の専門性や特性を活かし、地域住民の生活に役立つ講演会や研修会等を開催し
て、地域へ参加を呼びかけている。

17,1 □施設の専門性や特性を活かした相談支援事業、支援を必要とする地域住民のための
サークル活動等、地域ニーズに応じ住民が自由に参加できる多様な支援活動を行ってい
る。

37,1
□災害時の地域における役割等について確認がなされている。 ◯

34,2 □多様な機関等と連携して、社会福祉分野に限らず地域の活性化やまちづくりに貢献し
ている。

◯

【判断した理由・特記事項等】

14,2
②

27　地域の福祉ニーズにもとづく公益的な事業・活動が行われている。 b

14,2 □施設の機能を地域に還元することなどを通じて、地域の福祉ニーズの把握に努めてい
る。

20 □民生委員・児童委員等と定期的な会議を開催するなどによって、具体的な福祉ニーズ
の把握に努めている。

20 □地域住民に対する相談事業を実施することなどを通じて、多様な相談に応じる機能を有
している。

20
□関係機関・団体との連携にもとづき、具体的な福祉ニーズの把握に努めている。

17, □把握した福祉ニーズにもとづいて、法で定められた社会福祉事業にとどまらない地域貢
献に関わる事業・活動を実施している。

◯

14,2
□把握した福祉ニーズにもとづいた具体的な事業・活動を、計画等で明示している。

【判断した理由・特記事項等】

Ⅲ　適切な養育・支援の実施
１　子ども本位の養育・支援

（１）　子どもを尊重する姿勢が明示されている。 自己
評価結果

40
① 28　子どもを尊重した養育・支援の実施について共通の理解をもつための

取組を行っている。
a

60 □理念や基本方針に、子どもを尊重した養育・支援の実施について明示し、職員が理解し
実践するための取組を行っている。

◯

45,7 □子どもを尊重した養育・支援の実施に関する「倫理綱領」や規程等を策定し、職員が理
解し実践するための取組を行っている。

◯

42,8 □子どもを尊重した養育・支援実施に関する基本姿勢が、個々の養育・支援の標準的な
実施方法等に反映されている。

65,7
□子どもの尊重や基本的人権への配慮について、施設で勉強会・研修を実施している。 ◯

62,8 □子どもの尊重や基本的人権への配慮について、定期的に状況の把握・評価等を行い、
必要な対応を図っている。

【判断した理由・特記事項等】

・法人単位での取り組みはあるが、施設単独での取り組みは少ない
・地域住民に対する相談事業などは行っていない

・社会資源の開拓に関しては職業指導員が行っている
・資料は十分ではないが会議などで共有化を図っている
・社会資源を明示したリストはない

（３）　地域の福祉向上のための取組を行っている。

・日々の人手不足等での業務の忙しさから本当に子どもに向き合っているだろうかと不安になるときがある。
・定期的に勉強会を開き、子どもの意見等配慮を徹底している/
・特化した部分の共有や理解は低い

・子育ての相談の場になれていない
・サークル活動はないが日常的に情報発信や相談受け入れなどを行っている
・地域との交流はあるが地域へ情報を公開する働きかけはかけている



34,2
② 29　子どものプライバシー保護等の権利擁護に配慮した養育・支援の実施

が行われている。
b

54,2 □子どものプライバシー保護について、規程・マニュアル等が整備され、職員の理解が図
られている。

54,2 □子どもの虐待防止等の権利擁護について、規程・マニュアル等が整備され、職員の理
解が図られている。

◯

45,7 □子どものプライバシー保護と虐待防止に関する知識、社会福祉事業に携わる者として
の姿勢・責務、子どものプライバシー保護や権利擁護に関する規程・マニュアル等につい
て、職員に研修を実施している。

◯

51,4 □一人ひとりの子どもにとって、生活の場にふさわしい快適な環境を提供し、子どものプラ
イバシーを守れるよう設備等の工夫を行っている。

◯

42,8
□子どもや保護者等にプライバシー保護と権利擁護に関する取組を周知している。

42,8
□規程・マニュアル等にもとづいた養育・支援が実施されている。 ◯

48,5
□不適切な事案が発生した場合の対応方法等が明示されている。

【判断した理由・特記事項等】

57,1
① 30　子どもや保護者等に対して養育・支援の利用に必要な情報を積極的に

提供している。
a

65,7 □理念や基本方針、養育・支援の内容や施設の特性等を紹介した資料を準備している。 ◯

68,5
□施設を紹介する資料は、言葉遣いや写真・図・絵の使用等で誰にでもわかるような内容
にしている。

◯

60
□施設に入所予定の子どもや保護者等については、個別にていねいな説明を実施してい
る。

88,5 □見学等の希望に対応している。 ◯

45,7 □子どもや保護者等に対する情報提供について、適宜見直しを実施している。

【判断した理由・特記事項等】

31,4
② 31　養育・支援の開始・過程において子どもや保護者等にわかりやすく説

明している。

57,1 □養育・支援の開始・過程における養育・支援の内容に関する説明と同意にあたっては、
子どもや保護者等の自己決定を尊重している。

◯

40 □養育・支援の開始・過程においては、子どもや保護者等がわかりやすいように工夫した
資料を用いて説明している。

45,7
□説明にあたっては、子どもや保護者等が理解しやすいような工夫や配慮を行っている。 ◯

54,2 □養育・支援の開始・過程においては、子どもや保護者等の同意を得たうえでその内容を
書面で残している。

◯

45,7 □意思決定が困難な子どもや保護者等への配慮についてルール化され、適正な説明、運
用が図られている。

【判断した理由・特記事項等】

31,4
③ 32　措置変更や地域・家庭への移行等にあたり養育・支援の継続性に配慮

した対応を行っている。

37,1 □養育・支援の内容の変更にあたり、従前の内容から著しい変更や不利益が生じないよ
うに配慮されている。

◯

42,8 □他の施設や地域・家庭への移行にあたり、養育・支援の継続性に配慮した手順と引継
ぎ文書を定めている。

62,8 □施設を退所した後も、施設として子どもや保護者等が相談できるように担当者や窓口を
設置している。

◯

37,1 □施設を退所した時に、子どもや保護者等に対し、その後の相談方法や担当者について
説明を行い、その内容を記載した文書を渡している。

【判断した理由・特記事項等】
・特に里親への措置変更時にケース課題等のケース課題引継ぎが行えていない。
・文書は渡してはいないがアフターケア担当がおり定期的な連絡や相談の受入れを行っている/

・その子に会った教育を目指してはいるが不十分な気もする

（２）　養育・支援の実施に関する説明と同意（自己決定）が適切に行われている。

・職員によって対応の差がある
・プライバシーについて個室で部屋に入るときノック等徹底している
・部屋の個室化や子供とのかかわり方等子どものプライバシー保護に努めている
・部屋の仕切りなど個室ではなく3人で一つの部屋を使っている

・希望があれば見学などの受入れなど個別の対応を行っている
・すべての保護者に説明はしていない（ケースバイケース）



（３）　子どもの満足の向上に努めている。
自己

評価結果

37,1
① 33　子どもの満足の向上を目的とする仕組みを整備し、取組を行ってい

る。
b

54,2
□子どもの満足に関する調査が定期的に行われている。

51,4 □子どものへの個別の相談面接や聴取等が、子どもの満足を把握する目的で定期的に
行われている。

34,2
□職員等が、子どもの満足を把握する目的で、子ども会等に出席している。

37,1 □子どもの満足に関する調査の担当者等の設置や、把握した結果を分析・検討するため
に、子ども参画のもとで検討会議の設置等が行われている。

40
□分析・検討の結果にもとづいて具体的な改善を行っている。

【判断した理由・特記事項等】

37,1
①

34　苦情解決の仕組みが確立しており、周知・機能している。 b

82,8 □苦情解決の体制（苦情解決責任者の設置、苦情受付担当者の設置、第三者委員の設
置）が整備されている。

◯

34,2 □苦情解決の仕組みをわかりやすく説明した掲示物が掲示され、資料を子どもや保護者
等に配布し説明している。

71,4 □苦情記入カードの配布やアンケート（匿名）を実施するなど、子どもや保護者等が苦情
を申し出しやすい工夫を行っている。

◯

62,8
□苦情内容については、受付と解決を図った記録が適切に保管している。 ◯

37,1 □苦情内容に関する検討内容や対応策については、子どもや保護者等に必ずフィード
バックしている。

51,4 □苦情内容及び解決結果等は、苦情を申し出た子どもや保護者等に配慮したうえで、公
表している。

45,7
□苦情相談内容にもとづき、養育・支援の質の向上に関わる取組が行われている。

【判断した理由・特記事項等】

28,5
② 35　子どもが相談や意見を述べやすい環境を整備し、子ども等に周知して

いる。
b

31,4 □子どもが相談したり意見を述べたりする際に、複数の方法や相手を自由に選べることを
わかりやすく説明した文書を作成している。

34,2 □子どもや保護者等に、その文章の配布やわかりやすい場所に掲示する等の取組を行っ
ている。

42,8
□相談をしやすい、意見を述べやすいスペースの確保等の環境に配慮している。 ◯

【判断した理由・特記事項等】

34,2
③

36　子どもからの相談や意見に対して、組織的かつ迅速に対応している。 b

25,7 □相談や意見を受けた際の記録の方法や報告の手順、対応策の検討等について定めた
マニュアル等を整備している。

25,7
□対応マニュアル等の定期的な見直しを行っている。

62,8 □職員は、日々の養育・支援の実施において、子どもが相談しやすく意見を述べやすいよ
うに配慮し、適切な相談対応と意見の傾聴に努めている。

◯

77,1 □意見箱の設置、アンケートの実施等、子どもの意見を積極的に把握する取組を行って
いる。

◯

42,8 □職員は、把握した相談や意見について、検討に時間がかかる場合に状況を速やかに説
明することを含め迅速な対応を行っている。

45,7
□意見等にもとづき、養育・支援の質の向上に関わる取組が行われている。 ◯

【判断した理由・特記事項等】

・子ども会等がない/
・子どもの定期面談のようなものもここ最近行われていない
・定期的ではないが子どもとの面談を通じて把握を行っている/
・意見箱

・意見箱での子供の意見を月一回聞いてはいるが返答を張り出すと何か月前から言ってあるけど実現しておらず、フィー
ドバックもあっているかわからない///
・各ホームに意見箱を設置し子どもの意見の把握改善に努めている（保護者に対してはできていない）/

（４）　子どもが意見等を述べやすい体制が確保されている。

・言葉で伝えてはいるが文書化はされていない//
・子どもにとって自由に相手を選べているのかはわからない
・相談する場を積極的にもっと設定してあげたい

・途中経過等も子どもたちに説明されていない
・記録の徹底、意見箱の設置を行っている
・対応マニュアルは必要時に常に更新し、子供たちの意見を確認後に対応を至急実施している



（５）　安心・安全な養育・支援の実施のための組織的な取組が行われている。 自己
評価結果

20
① 37　安心・安全な養育・支援の実施を目的とするリスクマネジメント体制

が構築されている。
b

31,4 □リスクマネジメントに関する責任者の明確化（リスクマネジャーの選任・配置）、リスクマ
ネジメントに関する委員会を設置するなどの体制を整備している。

48,5 □事故発生時の対応と安全確保について責任、手順（マニュアル）等を明確にし、職員に
周知している。

◯

40
□子どもの安心と安全を脅かす事例の収集が積極的に行われている。 ◯

28,5 □収集した事例をもとに、職員の参画のもとで発生要因を分析し、改善策・再発防止策を
検討・実施する等の取組が行われている。

5,7
□職員に対して、安全確保・事故防止に関する研修を行っている。

25,7 □事故防止策等の安全確保策の実施状況や実効性について、定期的に評価・見直しを
行っている。

【判断した理由・特記事項等】

34,2
② 38　感染症の予防や発生時における子どもの安全確保のための体制を整備

し、取組を行っている。
a

60
□感染症対策について、責任と役割を明確にした管理体制が整備されている。 ◯

45,7
□感染症の予防と発生時等の対応マニュアル等を作成し、職員に周知徹底している。 ◯

45,7 □担当者等を中心にして、定期的に感染症の予防や安全確保に関する勉強会等を開催
している。

54,3
□感染症の予防策が適切に講じられている。 ◯

65,7
□感染症の発生した場合には対応が適切に行われている。 ◯

37,1
□感染症の予防と発生時等の対応マニュアル等を定期的に見直している。

【判断した理由・特記事項等】

48,5
③ 39　災害時における子どもの安全確保のための取組を組織的に行ってい

る。
a

82,8
□災害時の対応体制が決められている。 ◯

48,5 □立地条件等から災害の影響を把握し、建物・設備類、養育・支援を継続するために必要
な対策を講じている。

60
□子ども及び職員の安否確認の方法が決められ、すべての職員に周知されている。 ◯

65,7
□食料や備品類等の備蓄リストを作成し、管理者を決めて備蓄を整備している。 ◯

48,5 □防災計画等整備し、地元の行政をはじめ、消防署、警察、自治会、福祉関係団体等と
連携するなど、体制をもって訓練を実施している。

【判断した理由・特記事項等】

２　養育・支援の質の確保

（１）　養育・支援の標準的な実施方法が確立している。 自己
評価結果

22,8
① 40　養育・支援について標準的な実施方法が文書化され養育・支援が実施

されている。
b

34,2
□標準的な実施方法が適切に文書化されている。

40 □標準的な実施方法には、子どもの尊重、プライバシーの保護や権利擁護に関わる姿勢
が明示されている。

34,2 □標準的な実施方法について、研修や個別の指導等によって職員に周知徹底するため
の方策を講じている。

25,7
□標準的な実施方法にもとづいて実施されているかどうかを確認する仕組みがある。

【判断した理由・特記事項等】
・養育・支援の基準を作ろうとしているが個人の資質によるものが大きい
・各ホーム・各職員の意識や力量に任せられている部分が多い

・研修は夏の救急蘇生法のみである
・ヒヤリハット、BT報告書は作成しているが、対応対策について協議する場や改善策に対してのチェックや評価が行えて
いない//
・研修はないがヒヤリハットの徹底など記録の保管も行われている

・マニュアル作成のみになっている
・看護師を中心に対応している。また、会議などで予防や安全についても共有している//
・看護師メインで進めているがホーム職員の知識不足を痛感。夏冬それぞれ感染症対策を伝えられているが、発症時の対
応が遅い

・マニュアル作成のみで火災の避難訓練しかしていない（地震等の訓練はない）/
・食料などの備蓄管理はできているし、避難方法も確立されている////
・地域と連携しての訓練はいまだなし。地域での訓練は参加済み



25,7
②

41　標準的な実施方法について見直しをする仕組みが確立している。 b

20 □養育・支援の標準的な実施方法の検証・見直しに関する時期やその方法が施設で定め
られている。

◯

22,8
□養育・支援の標準的な実施方法の検証・見直しが定期的に実施されている。 ◯

31,4
□検証・見直しにあたり、自立支援計画の内容が必要に応じて反映されている。

25,7 □検証・見直しにあたり、職員や子ども等からの意見や提案が反映されるような仕組みに
なっている。

【判断した理由・特記事項等】

25,7
① 42　アセスメントにもとづく個別的な自立支援計画を適切に策定してい

る。
b

57,1
□自立支援計画策定の責任者を設置している。

42,8
□アセスメント手法が確立され、適切なアセスメントが実施されている。

57,1 □部門を横断したさまざまな職種の関係職員（種別によっては施設以外の関係者も）が参
加して、アセスメント等に関する協議を実施している。

48,5
□自立支援計画には、子ども一人ひとりの具体的なニーズが明示されている。

37,1 □自立支援計画を策定するための部門を横断したさまざまな職種による関係職員（種別
によっては組織以外の関係者も）の合議、子どもの意向把握と同意を含んだ手順を定め
て実施している。

40 □自立支援計画どおりに養育・支援が行われていることを確認する仕組みが構築され、
機能している。

37,1 □支援困難ケースへの対応について検討し、積極的かつ適切な養育・支援が行われてい
る。

◯

【判断した理由・特記事項等】

17,1
②

43　定期的に自立支援計画の評価・見直しを行っている。 a

22,8 □自立支援計画の見直しについて、見直しを行う時期、検討会議の参加職員、子どもの
意向把握と同意を得るための手順等、組織的な仕組みを定めて実施している。

◯

25,7 □見直しによって変更した自立支援計画の内容を、関係職員に周知する手順を定めて実
施している。

◯

20
□自立支援計画を緊急に変更する場合の仕組みを整備している。 ◯

22,8 □自立支援計画の評価・見直しにあたっては、標準的な実施方法に反映すべき事項、養
育・支援を十分に実施できていない内容（ニーズ）等、養育・支援の質の向上に関わる課
題等が明確にされている。

【判断した理由・特記事項等】

・アセスメントの手法が確立されていない//
・自立支援計画に子どもの意見は入っていない
・自立支援計画の活用についてもばらつきがある
・ホーム職員が特別職を含めた意見を取りまとめ、自立支援計画を策定している
・子どもの担当職員が主に計画を立てているが内容に差がある。ホーム毎・職員！勉強してほしい。
・アセスメントの手法について検討してほしい。支援計画の策定に子ども自身の参画を望む

・自立支援計画を策定することはできるようにはなっているが評価する仕組みがない。ケース会議の内容を検討する必要
があるのでは。//
・評価と再アセスメントのシステムはない。課題に対するその場の対応協議が多い
・定期的に見直しがなされており、情報の共有もホーム会議などで行っている//

（２）　適切なアセスメントにより自立支援計画が策定されている。

・見直しの仕組みができていない/
・定期的ではないが随時見直しがなされている
・組織的なものとしてというよりも、子ども、職員の意見や行動観察による見立て、家族背景や心理所見を参考にして
個々に応じて行っている（もしくはハウス毎）



34,2
① 44　子どもに関する養育・支援の実施状況の記録が適切に行われ、職員間

で共有化さている。
a

60 □子どもの身体状況や生活状況等を、施設が定めた統一した様式によって把握し記録し
ている。

◯

62,8 □自立支援計画にもとづく養育・支援が実施されていることを記録により確認することがで
きる。

28,5 □記録する職員で記録内容や書き方に差異が生じないように、記録要領の作成や職員へ
の指導等の工夫をしている。

◯

28,5 □施設における情報の流れが明確にされ、情報の分別や必要な情報が的確に届くような
仕組みが整備されている。

51,4
□情報共有を目的とした会議の定期的な開催等、部門横断での取組がなされている。 ◯

48,5 □パソコンのネットワークシステムの利用や記録ファイルの回覧等を実施して、施設内で
情報を共有する仕組みが整備されている。

◯

【判断した理由・特記事項等】

28,5
②

45　子どもに関する記録の管理体制が確立している。 b

42,8 □個人情報保護規程等により、子どもの記録の保管、保存、廃棄、情報の提供に関する
規定を定めている。

45,7
□個人情報の不適正な利用や漏えいに対する対策と対応方法が規定されている。

42,8
□記録管理の責任者が設置されている。

28,5 □記録の管理について個人情報保護の観点から、職員に対し教育や研修が行われてい
る。

◯

45,7
□職員は、個人情報保護規程等を理解し、遵守している。 ◯

40
□個人情報の取扱いについて、子どもや保護者等に説明している。 ◯

【判断した理由・特記事項等】

  

内容評価基準（41項目）Ａ－１　子ども本位の養育・支援

（１）　子どもの尊重と最善の利益の考慮 自己
評価結果

37,1
① A1　社会的養護が子どもの最善の利益を目指して行われることを職員が共

通して理解し、日々の養育・支援において実践している。
a

60 □養育・支援の内容が子どもにとって最善の利益になっているかを、振り返り検証する機
会が設けられている。

57,1 □子どもの養育や成長にとって何が最善なのかを、職員間において常に話し合える環境
にある。

◯

34,2 □職員が日々子どもとのやり取りを振り返り、必要に応じてスーパービジョンを受けられる
環境が整っている。

57,1 □受容的・支持的なかかわりを基本としながらも、養育者として伝えるべきメッセージはき
ちんと伝えるなど、子どもの状況に応じて適切な対応ができるよう、常に子どもの最善の
利益を考慮し真摯に向き合っている。

◯

【判断した理由・特記事項等】

・今年記録様式が変わったが周知していなかった・聞いた話と違っていたり9月に変わった様式を4月から書き直しなど、
もっとみんなにわかるように説明があってもよかったのに、伝えたり伝わらなかった作業が増えて大変だった。
・記録に対しての統一性がなく感じる（指導も見本もないので個人によって差がある）
・情報の収集はできているところも多いが、精査や共有にムラが多い
・記録用紙の改善も図りながら書式を統一し、記録保管している（PCで職員共有できるようになっている）
・記録内容がお粗末なものがある。残っていく記録ということを理解していない（表現方法、言葉の使い方etc...）
自分の日記ではない
・施設内にて書式を統一している
・日ごろから記録の書き方についての職員間の差が気になっている。全体研修の必要性を感じる

・相談しやすい環境ではあると思う（ハウス内で話し合う機会もCC以外なかなかない）/
・SVを受けるために外部から講師を招き勉強会をしている
・ハウスによって差がある印象。そうなってしまうのは組織としての人材育成方針があいまいなためではないかと考えて
いる

・規定があるのかわからない/
・個人情報の徹底等施設長より周知されている
・記録物の保管方法がずさん。個人情報が詰まっている書類・手帳などの紛失が多々ある。意識がひくい/

（３）　養育・支援の実施の記録が適切に行われている。



48,5
② A2　子どもの発達段階に応じて、子ども自身の出生や生い立ち、家族の状

況について、子どもに適切に知らせている。
a

51,4
□子どもの発達段階等に応じて、適切に事実を伝えようと努めている。 ◯

62,8
□事実を伝える場合には、個別の事情に応じて慎重に対応している。 ◯

57,1
□伝え方や内容などについて職員会議等で確認し、職員間で共有している。 ◯

51,4 □事実を伝えた後、子どもの変容などを十分把握するとともに、適切なフォローを行ってい
る。

◯

【判断した理由・特記事項等】

34,2
① A3　子どもに対し、権利について正しく理解できるよう、わかりやすく説

明している。
a

45,7
□定期的に全体の場で権利についての理解を深めるよう、子どもたちに説明している。 ◯

42,8 □権利ノートやそれに代わる資料等を使用して、施設生活の中で保障されるさまざまな権
利についてわかりやすく説明している。

◯

54,2 □年齢に配慮した説明を工夫している。（例えば高校生、中学生、小学生などに分けた説
明の機会）

37,1
□定期的に職員間で子どもの権利に関する学習機会を持っている。 ◯

48,5 □子ども一人ひとりがかけがえのない大切な存在であり、自分を傷つけたりおとしめたりし
てはならないことまた、他人を傷つけたり脅かしたりしてはならないことが、日々の養育の
中で伝わっている。

◯

【判断した理由・特記事項等】

45,7
① A4　様々な生活体験や多くの人たちとのふれあいを通して、他者への心づ

かいや他者の立場に配慮する心が育まれるよう支援している。
a

57,1 □基本的な信頼感を獲得するなど良好な人間関係を築くために職員と子どもとが個別的
にふれあう時間を確保している。

62,8 □喧嘩など子ども間でトラブルが生じた場合、相手の人格を尊重しながら、基本的には子
ども同士で関係を修復できるよう支援をしている。

◯

57,1 □日々の生活や行事等で、子どもが協働して行う場面では、助け合い、認め合い、協力し
合い、感謝し合う態度を促進するよう支援している。

◯

57,1 □年下の子どもや障がいのある子どもなど弱い立場にある仲間に対しては、思いやりの
心をもって接するように支援している。

◯

【判断した理由・特記事項等】

57,1
① A5　いかなる場合においても体罰や子どもの人格を辱めるような行為を行

わないよう徹底している。
a

62,8 □「就業規則」等の規程に体罰等の禁止を明記しており、規程に基づいて厳正に処分など
を行う仕組みが行われている。

◯

71,4 □被措置児童等虐待防止ガイドラインに示されているような具体的な例を示して、日常的
な会議や研修会等で体罰等を禁止している。

◯

68,5 □被措置児童等への虐待行為や不適切対応があった場合、主管行政窓口や児童相談所
等に報告するとともに第三者委員等も入れて適切な調査をし、対処することが出来てい
る。

◯

【判断した理由・特記事項等】

※a・cで評価

・各ホームの会議で告知について共有し慎重に対応している
・心理職を中心に他職員と連携し適切に知らせていると思う
・知らせることが必要であり、子どもにとって知る権利があることも頭でわかっているが、児相はじめ、ご家族、本人と
の共有作業であり、連携の仕方等手探りでなかなか前に進まない

・CAP以外での取り組みを見たことがない。何らかの取り組みを探るべき。//
・CAPなどで子供の権利の勉強会を行っている
・子どもの権利については日常的に生活の中で伝えている
・外部講師を招き子どもの権利について知る機会を子どもたちに提供している
・子どもたちにはCAP・性教育・個別面談を通してアプローチしている部分はあるが職員側にそもそも学びが必要。体系的
に理解しよう、伝えようとする体制不足

（３）　他者の尊重

・子どもと職員の個別の時間を大事に対応している/

（２）　権利についての説明

（４）　被措置児童等虐待対応

・虐待についての禁止は、周知を行っているが完全ではない
・児童の虚言などにより職員を即疑うとなっており、疑われた被害職員を作っている状態となっているため改善が必要



48,5
② A6　子どもに対する不適切なかかわりの防止と早期発見に取り組んでい

る。
a

57,1 □不適切なかかわりがあった場合を想定して、施設長が職員・子ども双方にその原因や
方法・程度等、事実確認をすることや、「就業規則」等の規程に基づいて厳正に処分を行う
ような仕組みがつくられている。

◯

71,4 □不適切なかかわりを発見した場合には、記録し、必ず施設長等に報告することが明文
化されている。

◯

57,1 □暴力、人格的辱め、心理的虐待などの不適切なかかわりの防止について、具体的な例
を示し、職員に徹底している。

◯

60 □不適切なかかわりの防止を徹底するため、日常的に会議等で取り上げ、行われていな
いことを確認している。

◯

40
□不適切なかかわりの防止について、具体的な例を示して、子どもに周知している。 ◯

65,7 □子どもが自分自身を守るための知識、具体的方法について学習する機会を設けてい
る。

◯

【判断した理由・特記事項等】

28,5
③ A7　被措置児童等虐待の届出・通告に対する対応を整備し、迅速かつ誠実

に対応している。
b

51,4 □被措置児童等虐待の届出・通告制度について、対応マニュアルが整備され、かつ日常
的に活用できるようにしている。

◯

42,8 □被措置児童等虐待の届出・通告があった場合に、届出者・通告者が不利益を受けるこ
とのない仕組みが整備・徹底されている。

40 □被措置児童等虐待が疑われる事案が生じたときに、施設内で検証し、第三者の意見を
聞くなどの迅速かつ誠実な対応をするための体制整備ができている。

◯

40
□被措置児童等虐待の届出・通告制度について説明した資料を子ども等に配布、説明し
ているとともに、掲示物を掲示するなどして、子どもが自ら訴えることができるようにしてい
る。

【判断した理由・特記事項等】

54,2
①

A8　子どもや保護者等の思想や信教の自由を保障している。 a

65,7
□子どもの思想・信教の自由については、最大限に配慮し保障している。 ◯

40
□施設において子どもの思想や信教の自由を保障しようと努めているが十分ではない。 ◯

51,4
□保護者等の思想・信教によってその子どもの権利が損なわれないよう配慮している。 ◯

【判断した理由・特記事項等】

48,5
① A9　子どものそれまでの生活とのつながりを重視し、そこから分離される

ことに伴う不安を理解し受けとめ、不安の解消を図っている。
a

80
□入所した時、温かく迎える準備をしているなど様々な工夫を凝らし、受け入れについて
施設全体で行っている。

◯

65,7 □被虐待体験だけでなく、子どもの分離体験に関して施設側が理解し、配慮している。 ◯

57,1 □分離体験からの回復に関する課題への具体的な取組を行っている。 ◯

54,2
□入所の相談から施設での生活が始まるまで、子どもや保護者等への対応についての手
順を定めており、定期的に見直しを行い、実践している。

◯

【判断した理由・特記事項等】

・施設では信教の強制はしておらず自由を保障している/
・対象となる子どもさんや家族が過去をさかのぼってもほとんどない。子ども自身が特定の宗教に入信した場合の対応に
ついて予測するのも難しい。（食生活など）

（６）　こどもの意向や主体性への配慮

・入所時にウェルカムプレゼントやホーム内でお菓子会を行うなどの工夫をしている/
・子どもたちの意向や主体性を尊重しながら養育するよう努めているはず

・職員会議で確認したり、ヒヤリハット等記録も徹底している
・不適切なかかわりの具体例を子どもたちに示しているかはわからない

（５）　思想や信教の自由の保障

・迅速に対応している様子は見られるが施設の上層部にて公表されていない内容もある様子
・施設長の裁量によるため、組織としての意識のはぐくみや対応の仕組み、発生を確認してからの面接方法など整備する
ことは多い



37,1
②

A10　職員と子どもが共生の意識を持ち、子どもの意向を尊重しながら生
活全般について共に考え、生活改善に向けて積極的に取り組んでいる。

a

42,8
□生活改善に向けての取組を職員と子どもが共に考え、実施している。

42,8
□生活日課や生活プログラムは子どもとの話し合いを通じて策定している。 ◯

31,4 □子どもが自分たちの生活における問題や課題について主体的に検討する機会を日常
的に確保している。

◯

【判断した理由・特記事項等】

62,8
① A11　日々の暮らしや、余暇の過ごし方など健全な生活のあり方につい

て、子ども自身が主体的に考え生活できるよう支援している。
a

71,4 □一人ひとりの子どもの趣味や興味、生活文化にあった生活になるように子どもの意見を
反映させ、適宜改変している。

◯

74,2 □図書、雑誌、新聞等、またテレビ、ビデオ、オーディオ等が、子どもの健全な発達に考慮
したうえで、自由に使用できる。また、ゲームの適切な使用の配慮がされている。

◯

62,8
□子どもが主体的に生活に関わることができるよう工夫がされている。 ◯

68,5
□活動に対して自発的な参加を促すよう支援している。 ◯

65,7
□行事等の参画について、子ども一人ひとりの選択を尊重している。 ◯

85,7
□子どもが地域の活動等に参加することを望む場合、可能な限りそれに応えている。 ◯

【判断した理由・特記事項等】

51,4
② A12　子どもの発達段階に応じて、金銭の管理や使い方など経済観念が身

につくよう支援している。
a

62,8 □小遣い帳や通帳を使って、限られたお金を計画的に使用する、金銭の自己管理ができ
るよう支援している。

◯

65,7 □大人と一緒に買物に行ったり、一人で買物をさせるなど物の値段の相場や、金銭感覚
が身につくよう支援している。

◯

51,4 □自立を控えた子どもなど、必要な子どもに対し、一定の生活費の範囲で生活することを
学ぶプログラムを実施している。

◯

82,8
□児童手当等について、子どもの目的にあわせ適切に使用または貯蓄をしている。 ◯

【判断した理由・特記事項等】

57,1
① A13　家庭復帰にあたって、子どもが家庭で安定した生活が送ることがで

きるよう復帰後の支援を行っている。
a

74,2
□家庭復帰にあたって復帰後の生活を検討している。 ◯

62,8 □家庭復帰後の子どもや家族の状況把握や支援方法など関係機関との役割を明確にし
ている。

◯

60
□家庭復帰相談を受けることを本人、保護者等に伝えている。 ◯

65,7
□家庭復帰後の子どもや保護者等の状況の把握に努め記録を整備している。 ◯

【判断した理由・特記事項等】

・クラブチームやスイミングなど子どもの希望を受け止め許可している
・日々の暮らしの中で子どもたちの自由な時間を尊重している

・子どもたちが主体で考えて実践できるようにという理想はあるものの、問題を抱えている子どもたち一人一人に難しさ
を感じる現実がある
・押し付けるだけではなく、子どもと話し合いながら内容を決めていく
・各ハウスにて生活の様子に違いがあるため、話し合いが行われているかはわからない

・自立生活体験を行っているが、一部の児童に限られている。担当による差もある
・日ごろから子どもと話し合いながら使用できる金額を生活の中で決めている。また、卒園を控えた時期に一人暮らしの
経験等を安全性に配慮したうえで実施している
・自分一人でさせようということができていないように思う。職員がすべてやっているように見える
・アルバイトや買い物体験などを経験し働くことや金銭感覚を身に着けられるよう支援している

（７）　主体性、自律性を尊重した日常生活

（８）　継続性とアフターケア

・アフターケアとしてFSWを中心に定期的な連絡訪問など行い情報の把握に努めている/



62,8
② A14　できる限り公平な社会へのスタートが切れるように、措置継続や措

置延長を積極的に利用して継続して支援している。
a

74,2 □高校進学が困難な子どもや高校中退の子どもなどについて措置継続を行い、自立に向
けた支援を行っている。

◯

65,7 □措置延長の期間は、就労支援や就労生活を支援するなど、自立への道筋をつけていく
取組を行っている。

◯

77,1 □高校卒業して進学あるいは就職した子どもであっても、不安定な生活が予想される場合
は、必要に応じて措置延長を利用して支援を継続している。

◯

【判断した理由・特記事項等】

40
③ A15　子どもが安定した社会生活を送ることができるようリービングケア

と退所後の支援に積極的に取り組んでいる。
a

54,2
□子どものニーズを把握し、退所後の生活に向けてリービングケアの支援を行っている。 ◯

60
□退所後も施設に相談できる窓口（担当者）があり、支援をしていくことを伝えている。 ◯

62,8
□退所者の状況の把握に努め、記録が整備されている。 ◯

51,4 □行政機関や福祉機関、あるいは民間団体等と連携を図りながらアフターケアを行ってい
る。

◯

65,7 □本人からの連絡だけでなく、就労先、アパート等の居住先からの連絡、警察等からのト
ラブル発生の連絡などにも対応している。

◯

14,2 □退所者が集まれる機会や、退所者と職員・入所している子どもとが交流する機会を設け
ている。

◯

【判断した理由・特記事項等】

Ａ－２　養育・支援の質の確保

（１）　養育・支援の基本
自己

評価結果

57,1
① A16　子どもを理解し、子どもが表出する感情や言動をしっかり受け止め

ている。
a

60 □職員はさまざまな知見や経験によって培われた感性に基づいて子どもを理解し、受容
的・支持的な態度で寄り添い、子どもと共に課題に向き合っている。

◯

54,2 □子どもの生育歴を知り、そのときどきで子どもの心に何が起こっていたのかを理解して
いる。

◯

62,8 □子どもが表出する感情や言動のみを取り上げるのではなく、被虐待体験や分離体験な
どに伴う苦痛・いかり、見捨てられ感も含めて、子どもの心に何が起こっているのかを理解
しようとしている。

◯

57,1 □子どもに行動上の問題等があった場合、単にその行為を取り上げて叱責するのではな
く、背景にある心理的課題の把握に努めている。

◯

31,4
□子ども達に職員への信頼が芽生えていることが、利用者アンケートを通じて感じられる。

【判断した理由・特記事項等】

54,2
② A17　基本的欲求の充足が、子どもと共に日常生活を構築することを通し

てなされるよう養育・支援している。
a

42,8
□子ども一人ひとりの基本的欲求を把握している。 ◯

68,5
□基本的欲求の充足において、子どもと職員との関係性を重視している。 ◯

62,8 □高齢児の日課は、秩序ある生活の範囲内で子どもの意思を尊重した柔軟なものとなっ
ている。

◯

65,7 □子どもにとって身近な職員が一定の裁量権を有し、個々の子どもの状況に応じて柔軟
に対応できる体制となっている。

◯

45,7 □基本的な信頼関係を構築するために職員と子どもが個別的に触れ合う時間を確保して
いる。

◯

65,7
□夜目覚めたとき大人の存在が感じられるなど安心感に配慮している。 ◯

【判断した理由・特記事項等】

・入所時のアセスメントができていない
・意見箱はあるが定期的なアンケート等がない
・職員能力の差
・子どもたちの背景を考え養育に生かしていると思っている

・措置延長を行う基準があいまいに感じる
・積極的に措置延長を利用し支援している。企業などとの連携も行っている。/

・園に集まる機会は提供できていないが、園に遊びに来やすいような雰囲気づくりを心がけている
・リービングケアを手厚くやり始めたばかり。退所者が集まれる機会を作れるとよいと思う

・子どもの人数個性を考えると人員不足で十分な触れ合いはできていないと思う
・子ども一人一人の欲求を完全に把握するのは難しい



42,8
③ A18　子どもの力を信じて見守るという姿勢を大切にし、子どもが自ら判

断し行動することを保障している。
a

68,5 □子どもがやらなければならないことや当然できることについては、子ども自身が行うよう
に見守ったり、働きかけたりしている。

◯

51,4
□職員は必要以上の指示や制止をしていない。 ◯

62,8 □子どもを見守りながら状況を的確に把握し、賞賛、励まし、感謝、指示、注意等の声か
けを適切に行っている。

◯

65,7 □つまずきや失敗の体験を大切にし、主体的に問題を解決していくよう支援し、必要に応
じてフォローしている。

◯

28,5 □朝・夕の忙しい時間帯にも、職員が子どもを十分に掌握、援助できるように、職員の配
置に配慮している。

【判断した理由・特記事項等】

25,7
④

A19　発達段階に応じた学びや遊びの場を保障している。 b

37,1 □施設内での保育が、年齢や発育状況に応じたプログラムの下、実施されている。 ◯

57,1 □日常生活の中で、子どもたちの学びや遊びに関するニーズを把握できている。必要性
があれば可能な限りニーズに応えている。

◯

31,4 □幼児から高校生まで、年齢段階に応じた図書などの文化財、玩具・遊具が用意、利用さ
れている。

◯

51,4 □学校や地域にある子どもたちの学びや遊びに関する情報を把握し、必要な情報交換が
できている。

40 □子どものニーズに応えられない場合、子どもがきちんと納得できる説明がされている。

91,4
□幼稚園に就園させている。 ◯

28,5 □子どもの学びや遊びを保障するための、資源（ボランティア等）が充分に活用されてい
る。

【判断した理由・特記事項等】

34,2
⑤ A20　秩序ある生活を通して、基本的生活習慣を確立するとともに、社会

常識及び社会規範、様々な生活技術が習得できるよう養育・支援してい
る。

a

42,8 □職員の指示や声かけが適切で、施設全体が穏やかな雰囲気で秩序ある生活が営まれ
ている。

◯

42,8 □普段から、職員が振る舞いや態度で模範を示している。

57,1 □施設生活・社会生活の規範等守るべきルール、「しなければならないこと」と「してはなら
ないこと」を理解できるよう子どもに説明し、責任ある行動をとるよう支援している。

◯

37,1 □見やすくわかりやすい掲示物など、子どもが社会生活を営む上での必要な知識や技術
を日常的に伝え、子どもがそれらを習得できるよう支援している。

◯

51,4 □地域社会への積極的参加を図る等、社会的ルールを習得する機会を設けている。 ◯

【判断した理由・特記事項等】
・職員のふるまいができていない。言葉遣いや服装など

・忙しい時間帯は職員の数を増やせるように勤務時間の工夫を行っている
・朝夜一人で数人の子どもの配慮は難しいと思う（自分の子どもですら持て余すのに複数の複雑な子どもを見ることは無
理ではないか）
・可能な限り職員が子供と触れ合えるようにシフトを調整しているがなかなか難しさはある

・玩具遊具は個人所有のものが多くみんなで遊べない（予算がない）
・移動図書館の利用や子供と遊ぶ時間も確保している
・園内での遊びなどで、幼い子がいる中でキャッチボールやサッカーをやっているので安全とは言えない
・発達に応じた資源が十分にあるわけではない



57,1
① A21　食事は、団らんの場でもあり、おいしく楽しみながら食事ができる

よう工夫している。
a

65,7 □食事の時間が適切で、食事を通して生活のリズムが形成されている。 ◯

62,8 □無理なく楽しみながら食事ができるように、年齢や個人差に応じて食事時間に配慮して
いる。

◯

60 □食事場所は明るく楽しい雰囲気で、常に清潔が保たれている。 ◯

65,7 □食事の時間が、職員と子ども、そして子ども同士のコミュニケーションの場として機能す
るよう工夫している。

◯

68,5 □陶器の食器等を使用したり、盛りつけやテーブルの飾りつけの工夫など、食事をおいし
く食べられるように工夫している。

◯

60 □クラブ活動等子どもの事情に応じて、温かいものは温かく、冷たいものは冷たくという食
事の適温提供に配慮している。

◯

62,8 □施設外での食事、来客を迎えての食事など、食事を楽しむ多様な機会を設けている。 ◯
【判断した理由・特記事項等】

65,7
②

A22　子どもの嗜好や健康状態に配慮した食事を提供している。 a

88,5 □配慮のこもった献立であるとともに子どもの発育に必要な栄養摂取量を満たした食事を
提供している。

◯

68,5 □定期的に残食の状況や子どもの嗜好を把握するための取組がなされ、それが献立に
反映されている。

◯

82,8 □子どもの年齢、障がいや疾病、食物アレルギーなど子どもの心身の状況、また体調など
日々の健康状態に応じ、それらに配慮した食事を提供している。

◯

57,1 □少数の子どもを対象として家庭的な環境の下で調理するときであっても、配慮のこもっ
た献立であり栄養面も勘案されるよう、献立について振り返る機会がある。

◯

【判断した理由・特記事項等】

34,2
③ A23　子どもの発達段階に応じて食習慣を身につけることができるよう食

育を推進している。
a

57,1
□食習慣の習得を、無理なく楽しみながら身につけられるよう工夫している。 ◯

80
□日々提供される食事について献立の提示等食に関する情報提供等を行っている。 ◯

28,5
□食品分類やおやつの摂り方等、栄養についての正しい知識を教えている。 ◯

34,2
□偏食の指導を適切に行っている。 ◯

82,8 □郷土料理、季節の料理、伝統行事の料理などに触れる機会をもち、食文化を継承でき
るようにしている。

◯

31,4
□食の安全安心に配慮し、なるべく地元の食材を仕入れるように心掛けている。 ◯

31,4
□買い物を手伝って材料の選び方を知る機会を設けている。

34,2
□箸、ナイフ・フォーク等食器の使い方や食事のマナーが習得できるよう支援している。 ◯

57,1
□基礎的な調理技術を習得できるよう、食事やおやつを作る機会を設けている。 ◯

48,5 □テーブル拭き、食器洗い、食器消毒、残飯処理など食後の後片づけの習慣が習得でき
るよう支援している。

◯

【判断した理由・特記事項等】
・職員の食の関心が好みで子供に影響している部分もある。
・偏食の指導はハウスだけでは限界がある。外食の機会が少ない
・買い物する機会が少ない。調理実習を行う機会も設けているが子どもが参加しない。
・季節伝統料理は積極的に取り入れ意味の伝達も行っている。自立前のマナー教室も実施している
・ホーム職員が子どものわがままを聞きすぎ（おやつの与えすぎ、ご飯を食べない）
・指導は行うが毎月の食事に反映できていない
・定期的に調理教室を実施し食べる楽しみだけでなく、作る楽しみを感じながら学べる機会を設定している
・偏食の指導を行ってはいるが改善が見られにくく、残食量が4年前から増えている気がする

（２）　食生活

・小規模なので残食などを栄養士は知らない
・幼稚園・小中高の食事提供量が同じ
・嗜好調査のアンケートをとったり栄養士がホームへ出向き子どもの意見を聞き取っている/
・一人一人の好みが違うので難しい

・ホームによって差があり、職員のふるまいにも差がある。キッチンの先生方は最大限努力されています。
・外食はレクリでしかできない
・定期的ではないが外食の機会を作っている
・子どもたちの帰宅時間がバラバラなうえ、職員が迎えなどに出向いて不足のこともある
・早い時間に出来上がっているので適温提供はできていない
・食事の内容にも注意し、定期的な外食の機会を持てるように工夫している
・各ホームでの調理・提供ではなくなってから3年。徐々に残食量が増えてきた印象。出来立てを食べることが休日の昼食
のみのせいなのか

（３）　衣生活



60
① A24　衣類が十分に確保され、子どもが衣習慣を習得し、衣服を通じて適

切に自己表現できるように支援している。
a

74,2
□常に衣服は清潔で、体に合い、季節に合ったものを着用している。 ◯

77,1 □汚れた時にすぐに着替えることができ、またＴＰＯに合わせた服装ができるよう、十分な
衣類が確保されている。

◯

68,5 □靴についても清潔で体にあったものが提供され、汚れや水濡れにも適切に対応してい
る。

◯

62,8 □気候、生活場面、汚れなどに応じた選択、着替えや衣類の整理、保管などの衣習慣を
習得させている。

◯

65,7 □洗濯、アイロンかけ、補修等衣服の管理を子どもの見えるところで行うよう配慮してい
る。

◯

68,5
□衣服を通じて子どもが適切に自己表現をできるように支援している。 ◯

82,8
□発達段階や好みに合わせて子ども自身が衣服を選択し購入できる機会を設けている。 ◯

【判断した理由・特記事項等】

40
①

A25　居室等施設全体がきれいに整美されている。 a

51,4
□庭がきれいに清掃され、樹木や草花の植栽にも配慮が届いている。 ◯

54,2
□室内は明るく、花や絵画が飾られるなど、温かみのある環境になっている。 ◯

62,8 □食堂やリビングなどの共有スペースは常にきれいにし、家庭的な雰囲気になるよう配慮
している。

◯

60
□トイレ、洗面所等は性別や年齢に応じて使いやすいように配慮している。 ◯

91,4
□必要に応じて、冷暖房設備を整備している。 ◯

40 □設備や家具什器について、汚れていたり壊れていたりしていない。破損箇所については
必要な修繕を迅速に行っている。

◯

48,5 □発達段階や子どもの状況に応じて日常的な清掃や大掃除を行い、居室等の整理整頓、
掃除等の習慣が身につくようにしている。

【判断した理由・特記事項等】

65,7
② A26　子ども一人ひとりの居場所が確保され、安全、安心を感じる場所と

なるようにしている。
a

77,1
□小規模グループでの養育を行う環境づくりに配慮している。 ◯

80
□リビングや居室は子どもが安心していられる場所になるような配慮がされている。 ◯

82,8
□中学生以上は個室が望ましいが、相部屋であっても個人の空間を確保している。 ◯

88,5
□年少児の居室は、職員の目の届きやすいところに配置している。 ◯

【判断した理由・特記事項等】
・個室を配備し、安全安心を意識している
・ハウスによって居住空間の広さや採光、プライベートの確保に差があり、男子には特に申し訳なく思っている

（５）　健康と安全

・靴の費用をもう少し増やしてほしい。成長期三か月くらいで穴が開いたりするので。
・買いものする場も広がり、できる限り子どもの希望する店で購入させている//
・職員が多忙で、（人手不足で）買い物もなかなか行けず、服や下着汚れたものを着ている。被服費を減らされたため、
十分に買えていない。（施設法人にわたった助成金がきちんと使われているのかしっかり監査してほしい。助成金の使い
方は法人に任せているということだったので、法人に丸投げではいけない）
・ここ4年被服費の予算を年間1万から2万円に上げてもらい季節ごとに買い足せるようになった。サイズや季節に合わせて
子どもたちと個別に過ごす機会として買い物の時間を取り自分で選んでもらっている。ただ、TPOに合わせるとなるとご近
所や知り合いからお借りするなど助けていただいている状況

（４）　住生活

・ホーム全体が広すぎて暖房がきかない
・共有スペースを心地よくする配慮や努力をしているが、子どもがそれに乗ってこない
・無駄に木が多く危ない。建物が古く修繕が追い付かない
・ゴミ箱や段ボールが落ちていることが多い
・トイレなど汚いホームもある。子どもの部屋は整理整頓できていないところが見られる
・可能な限り一般の家庭と変わらないように工夫をしている



51,4
① A27　発達段階に応じ、身体の健康（清潔、病気、事故等）について自己

管理ができるよう支援している。
a

60 □常に良好な健康状態を保持できるよう、睡眠、食事摂取、排泄、生理等の状況を職員が
きちんと把握している。

◯

71,4 □手洗いやうがいの習慣が身に付くよう支援している。年少児については排泄後の始末
や入浴の介助をしている。

◯

77,1 □洗面、整髪、ひげそり、歯磨き、つめ切り、耳そうじ等身だしなみについて、発達に応じ
て自ら行えるよう支援している。また必要に応じて入浴やシャワーが利用できるなどの配
慮がされている。

◯

88,5
□定期的に理美容をしている。 ◯

65,7 □寝具の日光消毒や衣類などを清潔に保つなど、衛生管理ができるよう支援している。ま
た夜尿のある子どもについては、子どもの自尊心に配慮しながら支援している。

◯

54,2 □施設内外における危険箇所等を把握し、子どもの発達段階に応じて、危険物の取扱い
や危険な物・場所・行為から身を守るための支援を行っている。

◯

62,8 □子どもの交通事故を防止するため、交通ルール等について日頃から子どもに教えてい
る。

◯

【判断した理由・特記事項等】

60
② A28　医療機関と連携して一人ひとりの子どもに対する心身の健康を管理

するとともに、必要がある場合は適切に対応している。
a

82,8 □子どもの平常の健康状態や発育・発達状態を把握し、定期的に子どもの健康管理に努
めている。

◯

82,8
□あらかじめ関係機関の協力が得られるよう体制整備をしている。 ◯

82,8 □健康上特別な配慮を要する子どもについては、医療機関と連携して、日頃から注意深く
観察し、対応している。

◯

82,8 □受診や服薬が必要な場合、子どもがその必要性を理解できるよう、説明している。服薬
管理の必要な子どもについては、医療機関と連携しながら服薬や薬歴のチェックを行って
いる。

◯

51,4
□職員間で医療や健康に関して学習する機会を設け、知識を深める努力をしている。 ◯

【判断した理由・特記事項等】

60
① A29　子どもの年齢・発達段階に応じて、他者の性を尊重する心を育てる

よう、性についての正しい知識を得る機会を設けている。
a

68,5
□他者の性を尊重し、年齢相応で健全な他者とのつき合いができるよう配慮している。 ◯

71,4
□性をタブー視せず、子どもの疑問や不安に答えている。 ◯

74,2 □性についての正しい知識、関心が持てるよう、年齢、発達段階に応じたカリキュラムを
用意し、支援している。

◯

77,1 □必要に応じて外部講師を招く等して、性教育のあり方について学習会などを職員や子ど
もに対して実施している。

◯

【判断した理由・特記事項等】

60
① A30　でき得る限り他児との共有の物をなくし、個人所有とするようにし

ている。
a

51,4 □子どもが小さい頃から、自他の境界線がわかるような支援方法を心がけている。 ◯

74,2 □身につけるもの、日常的に使用するもの、日用品などは、個人所有としている。 ◯

7,4
□個人の所有物が保管できるよう個々にロッカー、タンス等を整備している。 ◯

54,2
□紛失防止のためにも、個々の子どもたちに片付け方を教えている。

82,8
□個人所有の物は、でき得る限り子どもの好みを尊重している。 ◯

51,4 □まだ字が読めない子どもに対しては、イラストマークを使用するなどして、所有物がわか
る工夫をしている。記名やマークは、でき得る限り子どもからの許可を得、子どもが恥ずか
しがらなくても済むような場所に留める。

◯

【判断した理由・特記事項等】

・看護師配置のおかげで（ハウスのばらつきがなくなった）///
・看護師以外の知識の向上が不可欠

（７）　自己領域の確保

・自転車教室などを行いルールも含め周知している
・安全に関しては安全教室を実施している（理髪なども制限を設けてはいない）

（６）　性に関する教育

・男子ホームなので下ネタが多い
・園にで性教育を実施しており年齢にあったプログラムを実施している//
・内容的に学校の道徳の範囲を超えていない。専門職を招いての教育をもっとしてほしいが選択が難しい



31,4
② A31　成長の記録（アルバム等）が整理され、成長の過程を振り返ること

ができるようにしている。
a

51,4 □子ども一人ひとりに成長の記録（アルバム等）が用意され、空白が生じないように写真
等の記録の収集、整理に努めている。

◯

42,8 □成長の過程を必要に応じて職員と一緒に振り返ることができ、子どもの生い立ちの整理
につながっている。

◯

40
□可能な子どもとは共に、成長の記録（アルバム等）を整理している。 ◯

37,1
□アルバム等は年齢や状況に応じて個人が保管し、子どもがいつでも見ることができる。 ◯

80
□子どもが施設を退所する時に、成長記録（アルバム等）が手渡されている。 ◯

【判断した理由・特記事項等】

42,8
① A32　子どもの暴力・不適応行動などの行動上の問題に対して、適切に対

応している。
a

48,5 □施設が、行動上の問題があった子どもにとっての癒しの場になるよう配慮している。ま
た、周囲の子どもの安全を図る配慮がなされている。

◯

54,7 □施設の日々の生活が持続的に安定したものとなっていることは、子どもの行動上の問
題の軽減に寄与している。また子どもの行動上の問題が起きた時も、その都度、問題の
影響を施設全体で立て直そうと努力している。

◯

51,4 □不適切な行動を問題とし、人格を否定しないことに配慮をしている。職員の研修等を行
い、行動上の問題に対して適切な援助技術を習得できるようにしている。暴力を受けた職
員へ無力感等への配慮も行っている。

◯

51,4 □くり返し児童相談所、専門医療機関、警察等と協議を重ね、事態改善の方策を見つけ
出そうと努力している。

◯

【判断した理由・特記事項等】

45,7
② A33　施設内の子ども間の暴力、いじめ、差別などが生じないよう施設全

体で取り組んでいる。
a

54,2 □人権に対する子どもの意識を育むよう支援をしている。日頃から他人に対する配慮の
気持ちや接し方を職員が模範となって示し、子どもへ説明をしている。

◯

42,8 □問題の発生予防のために、施設内の構造、職員の配置や勤務形態のあり方について
も点検を行っている。

◯

60 □生活グループの構成には、子ども同士の関係性、年齢、障がいなどへの配慮の必要性
等に配慮している。

◯

57,1 □課題を持った子ども、入所間もない子どもの場合は特別な配慮が必要となることから、
児童相談所と連携して個別援助を行っている。

◯

57,1 □大人（職員）相互の信頼関係が保たれ、子どもがそれを感じ取れるようになっている。子
ども間での暴力やいじめが発覚した場合については、施設長が中心になり、全職員が一
丸となって適切な対応ができるような体制になっている。

◯

【判断した理由・特記事項等】

42,8
③ A34　虐待を受けた子ども等、保護者等からの強引な引取りの可能性があ

る場合、子どもの安全が確保されるよう努めている。
a

57,1
□強引な引取りのための対応について職員に周知徹底している。 ◯

74,2 □引取りの可否等について、児童相談所との連絡を適宜行い、判断が不統一にならない
ようにしている。

◯

60
□緊急時には協力を依頼できるよう、警察との連携を図っている。 ◯

62,8
□強引な引取りが考えられる場合、他の子どもへの安全についても配慮がされている。 ◯

【判断した理由・特記事項等】

・アルバム作りも職員でしているがここ数年の取り組みで、全員分追い付いていない。作成できていない子もいる。
・日ごろからアルバムを見れるようにはなっていない（すべてではないが）
・定期的にアルバム委員にてアルバム写真の作成管理が行われいる

（８）　行動上の問題及び問題状況への対応

・児相と連携！！土日休みだし、でも子供が空く時間も土日だし、必要な時に連携が取れない
・新入所や問題が派生しての対応があり、職員数も限られているので休みの職員が対応することになる。人数が少ない。
・部屋の配置など子どもたちの関係性を考慮している
・施設内での問題に関しては、児相とも連携し施設長が中心となり、取り組んでいる

・児相と連携し対応を統一している
・強引な引き取りを児相が許可するのが疑問。上記の状況が起きるのであればあらゆる機関と連携し配慮すると思う

・施設全体で立て直そうとしていない。問題もおこしたハウスでは話し合いが行われているであろうが他のハウスには情
報も来ない。
・ペアレントトレーニングを学び対応力の向上に努めている
・行動上の問題は各専門職もしくは児相も介入して根気強く対応している



60
①

A35　心理的ケアが必要な子どもに対して心理的な支援を行っている。 a

77,1 □心理的な支援を必要とする子どもについては、自立支援計画に基づき心理支援プログ
ラムが策定されている。

◯

57,1 □施設における職員間の連携が強化されるなど、心理的支援が施設全体の中で有効に
組み込まれている。

◯

51,4 □心理的なケアが必要な子どもへの対応に関する職員研修やスーパービジョンが行われ
ている。

◯

65,7
□必要に応じて心理の専門家から直接的支援を受ける体制が整っている。 ◯

82,8
□心理的支援を行うことができる有資格者を配置し、心理療法室を設置している。 ◯

68,5 □児童相談所と連携し、対象となる子どもの保護者等へ定期的な助言・援助を行ってい
る。

◯

【判断した理由・特記事項等】

57,1
①

A36　学習環境の整備を行い、学力等に応じた学習支援を行っている。 a

57,1 □静かに落ち着いて勉強できるように個別スペースや学習室を用意するなど、学習のた
めの環境づくりの配慮をし、学習習慣が身につくよう援助している。

◯

71,4 □学校教師と十分な連携をとり、常に子ども個々の学力を把握し、学力に応じた個別的な
学習支援を行っている。一人ひとりの必要に応じて、学習ボランティアや家庭教師、地域
の学習塾等を活用する機会を提供している。

◯

54,2
□学力が低い子どもについては、基礎学力の回復に努める支援をしている。 ◯

74,2
□忘れ物や宿題の未提出について把握し、子どもに応じた支援をしている。 ◯

88,5 □障がいを持つ子どものために、通級による指導や特別支援学級、特別支援学校等への
通学を支援している。

◯

【判断した理由・特記事項等】

42,8
② A37　「最善の利益」にかなった進路の自己決定ができるよう支援してい

る。
a

48,5 □早い時期から進路について自己決定ができるよう進路選択に必要な資料を収集し、子
どもに判断材料を提供し、子どもと十分に話し合っている。

◯

48,5 □進路選択に当たって、親、学校、児童相談所の意見を十分聞き、自立支援計画に載
せ、各機関と連携し支援をしている。

◯

74,2 □奨学金など進路決定のための経済的な援助の仕組みについての情報等も提供してい
る。

◯

48,5 □進路決定後のフォローアップや失敗した場合に対応する体制ができており、対応してい
る。

◯

40 □中卒児・高校中退児に対して、就労させながら施設入所を継続することで十分な社会経
験を積めるよう支援している。

◯

68,5 □高校卒業後も進学を希望する子どものために、資金面、生活面、精神的面など、進学
の実現に向けて努力をしている。

◯

【判断した理由・特記事項等】

62,8
③ A38　職場実習や職場体験、アルバイト等の機会を通して、社会経験の拡

大に取り組んでいる。
a

57,1
□実習を通して、社会の仕組みやルールなど、自分の行為に対する責任について話あっ
ている。

◯

60
□実習を通して、金銭管理や生活スキル、メンタル面の支援など、子どもの自立支援に取
り組んでいる。

◯

80 □実習先や体験先の開拓を積極的に行っている。 ◯

65,7 □職場実習の効果を高めるため、協力事業主等と連携している。 ◯

85,7 □アルバイトや、各種の資格取得を積極的に奨励している。 ◯

【判断した理由・特記事項等】

（１０）　学習・進学支援、進路支援等

・心理面談後プライバシーの保護もあるが、担当職員へのバックがあってもいいと思う

（９）　心理的ケア

・小中高と支援が常に必要な子どもたちで、中高生には支援が難しく夜一人で業務しながら勉強は見れない。ホームごと
に見てくださいと言われるが家庭教師でもないので教えもできなくていつでも教えてくれる人や場所が園内にあればい
い。学習支援をホームでするのは負担。
・個人で学習ができない子どもたちに関しては学習室にて職員が個別に対応している（塾や家庭教師を利用）

・早い段階から職業指導員と連携し職業体験などを通し、子どもに情報を与えている

・職業指導員を中心に協力事業者との連携を取りながら、子どもにあった学習を行っている
・職業指導員を設置してから、体験の機会が特に増えている/



68,5
① A39　施設は家族との信頼関係づくりに取り組み、家族からの相談に応じ

る体制を確立している。
a

82,8 □施設の相談窓口および支援方針について家族に説明し、家族と施設、児童相談所が子
どもの成長をともに考えることを伝え、家族と信頼関係を構築できるよう図っている。

◯

85,7 □家庭支援専門相談員の役割を明確にし、施設全体で家族関係調整、相談に取り組んで
いる。

◯

80 □面会、外出、一時帰宅などを取り入れ子どもと家族の継続的な関係づくりに積極的に取
り組んでいる。。

◯

65,7 □外出、一時帰宅後の子どもの様子を注意深く観察し、不適切なかかわりの発見に努
め、さらに保護者等による「不当に妨げる行為」に対して適切な対応を行っている。

◯

85,7 □子どもに関係する学校、地域、施設等の行事予定や情報を家族に随時知らせ、必要に
応じて保護者等にも行事への参加や協力を得ている。

◯

【判断した理由・特記事項等】

57,1
① A40　親子関係の再構築等のために家族への支援に積極的に取り組んでい

る。
a

54,2 □家庭支援専門相談員を中心に、ケースの見立て、現実的な取組を可能とする改善ポイ
ントの絞り込みを行うなど、再構築のための支援方針が明確にされ施設全体で共有され
ている。

◯

57,1 □面会、外出、一時帰宅、あるいは家庭訪問、施設における親子生活訓練室の活用や家
族療法事業の実施などを通して、家族との関係の継続、修復、養育力の向上などに取り
組んでいる。

◯

71,4
□児童相談所等の関係機関と密接に協議し連携を図って家族支援の取組を行っている。 ◯

【判断した理由・特記事項等】

22,8
① A41　スーパービジョンの体制を確立し、職員の専門性や施設の組織力の

向上に取り組んでいる。
a

31,4
□スーパーバイザーを配置し、いつでも相談できる体制を確立している。 ◯

28,5 □職員に対するスーパービジョンを定例的に行い、職員がひとりで問題を抱え込まないよ
うに、スーパーバイザーなどを通じて、組織としての働きかけをしている。

◯

28,5 □スーパーバイザー以外にも職員相互が評価し、助言し合うことを通じて、職員一人ひと
りが支援技術を向上させ、施設全体の支援の質を向上させるような取組をしている。

◯

31,4 □スーパーバイザーは、職員からの信頼が得られるよう、研修に参加するなど質の向上
に努めている。

◯

48,5
□国が定める基幹的職員を設置している。

【判断した理由・特記事項等】

・家庭支援の役割が明確化されていない。雑用が多すぎて回っていない気がする。
・FSWを中心に家族との交流を実施しており振り返りも行っている

・バイザーがいるのだろうか。誰に相談すればよいのかわからない。/
・SV体制は十分とは言えない。ピアグループも開催しているが職員にとっての重要性が低く参加人数が少ない。SVの効果
性が共有できていない。
・国が定める基幹的職員とは？？職員に対するSVを行っているとは感じない

（１３）　スーパービジョン体制

（１２）　親子関係の再構築支援

・家庭支援が一人のため、園に長くいる子どものケースがなかなか動かない
・FSWとホームでは共有されているが全体では共有できていない

（１１）　施設と家族との信頼関係づくり


